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【年末調整について】 
 年末調整は、事業主が従業員から預かった源泉徴収から、1 年間に収める税額を計

算し納付しますので、正確に計算しなければなりません。本年度は基礎控除の見直

し等があります。源泉徴収簿や源泉徴収票への記載方法が異なりますので、ご注意

ください。申告期限は、1月 2０日（火）です。（納期特例提出の場合） 

【昨年と比べて変わった点※一部抜粋】 
①所得税の基礎控除の見直し 
  改正前は 48 万円でしたが、合計所得額に応じて変わります。令和７・８年分は

132 万円以下で 95万円、336 万円以下で 88万円、489 万円以下で 68万円、
655 万円以下で 63万円、2,350 万円以下で 58万円に変わります。（2,350 万円
超は変更なし）なお、令和 9 年分以降は 132 万円超え 2,350 万円以下の方は一律
58万円になります。 

②給与所得控除の見直し 
給与所得控除について、55 万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。

具体的には給与の収入金額が 190 万円以下の方の給与所得控除額が一律65万円
になります。 

③特定親族特別控除の創設 
  特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上 23歳未満の親族で合計
所得額が 58万円超 123万円以下（収入金額 123 万円超 188 万円※給与のみの
場合）の人をいいます。具体的な控除額は合計所得額 85 万円以下で 63万円、90
万円以下で 61万円、95 万円以下で 51万円、100 万円以下で 41万円、105 万
円以下で 31万円、110 万円以下で 21万円、115 万円以下で 11万円、120 万
円以下で 6万円、123 万円以下で 3万円が控除されます。 

④扶養親族等の所得要件の改正 
  上記①、②の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改

正されます。所得要件は、扶養親族が 58万円以下に、配偶者特別控除の対象と
なる配偶者が 58万円超133万円以下、勤労学生が 85万円以下になります。 

最低賃金引き上げに伴う 
支援・後押しを強化しています 

 
 厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げを受けて賃上げに
取り組む皆様に以下の支援・後押しを強化しております。 

〇業務改善助成金 
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資
する設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部が
助成されます。 

〇キャリアアップ助成金 
賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を３％以上賃上げす
る場合に、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が利用
できます。※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対
象になります。 

〇IT導入補助金、ものづくり補助金、省力化投資補助金 
最低賃金近傍で働く雇用者を多く抱える事業者の皆様には、補助率を
2/3 に引き上げ、優先的に採択します。 
※一定の賃上げを実施した事業者の皆様も優先的に採択します。 
 
※助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です。賃
金引き上げに向けて、是非ご利用ください。 
詳しくは HP（https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/sup 
port/chinage.pdf）をご確認ください。 

新年互礼会のご案内 

府中町商工会では例年開催しております、新年互礼会

を下記の日程で開催いたします。年の初めの交流会です。

当日は自社 PR ができる時間を設けておりますので、ぜひ

ご参加ください。詳しくは同封しております案内文書を

ご確認ください。 

日 時：令和７年 １月 ９日（金） 

         １８：３０～２０：３０ 

場 所：広島ガーデンパレス 

参加費：５，０００円／人 

【記帳個別講習会のご案内】 

      ★今年の記帳は進んでいますか？★ 

 府中町商工会では、個人事業主の方の決算・確定申告を円滑

にするために、記帳個別講習会を開催いたします。日々の仕訳

でわからないことや、聞いてみたいことがある方は、お気軽に

ご参加ください。 

【開催内容】 

  日  時：令和６年12 月1６日（火）9:00～16:30 

  場  所：安芸府中商工センター 

  申込方法：同封してある別紙チラシにて申込みください。 

  お問合せ：府中町商工会 安芸郡府中町大須 1-10-10 

              TEL 082-282-1859  FAX 082-282-1803 

 

 

 

 

 

【１２月の行事予定】 

 

３日（水）安芸府中商工センター休館日 

６日（土）フラワーアレンジメント教室 

８日（日）３・４合同ブロック研修会 

１０日（水）商工会金融審査会（予定） 

      司法書士個別相談会 

１６日（火）記帳個別講習会 

１８日（木）CANVA で動画セミナー 

２２日（月）インボイス個別相談会 

２６日（金）仕事納め 

 

 

府中町商工会   〒735-0021 安芸郡府中町大須１－１０－１０  

TEL:082-282-1859 FAX:082-282-1803 http://www.hint.or.jp/~fuchuu 

府中町商工会 
LINE 

http://www.hint.or.jp/~fuchuu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コチラのＱＲコードで 
友だち追加 

各種補助金情報・セミナー情報など、経営に役立つ情報をお届けします

♪ 

友だち登録募集中！ 


